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１． はじめに 

１.１． 本資料の位置づけ 

本資料は、本市が⾧年に渡り施行してきた市施行土地区画整理事業（豊田南地区、万

願寺第二地区、東町地区及び西平山地区（以下「本事業」といいます。））について、事

業の完了が見通せない現状を打開し、今後の事業完了に向けた道筋を明確にするため

の基本的な方針を示すものです。 本市では、本事業の事業費や事業期間の再算定を含

む事業計画の総点検を実施し、その結果を踏まえ、事業を継続・完了させるための具体

的な取組と、権利者をはじめとする利害関係者の皆様への負担を軽減しながら事業の

完了を目指すための検討結果をとりまとめました。 

１.２． 総点検の意義 

１.２.１． 検討の背景 

本事業は、昭和 61 年から平成 4 年にかけて順次事業認可を取得して以来、道路や下

水道などの整備による、安全で快適な市街地の形成を目的に進めてきました。しかし、

事業開始から 30 年以上が経過した令和 5 年度末時点での事業の平均進捗率は 67.45％

に留まっていました。特に、令和 2 年に財政非常事態が宣言され、翌令和 3 年度から

の予算緊縮に伴い、令和５年度までの 3 か年の年間進捗率が平均約 1.3％と鈍化し、当

初計画からの遅延が顕著となってきました。更に、市況では人件費や資材費等の上昇な

どから、総事業費の上昇が不可避と見込まれました。総事業費が膨らむ一方で、毎年限

られた予算での中で事業遂行が求められることから、完了までの事業期間の延伸の可

能性が生じていました。この事業遅延や⾧期化の懸念に対し、施行地区内の住民や権利

者の皆様からは、道路や下水道等の生活基盤の早期整備を求める声をいただいていま

した。 

これらを受け、本市では、事業計画を総点検するとともに、事業の今後の見通しを市

民・権利者をはじめとする利害関係者の皆様にお示しできるよう、日野市都市計画審議

会において議論していただくこととしました。都市計画審議会では、都市計画・まちづ

くりに関する専門家・市民・議会選出委員など幅広い分野の委員に加えて、土地区画整

理事業に関する技術・法学的知見を有する臨時委員 3 名をお招きし議論することとし

ました。 

この中では、令和 8 年度以降早期に市民や権利者をはじめとする利害関係者の皆様

に当事業の見直し結果をお示しし、対話を通じて、事業遅延や⾧期化の不安解消や将来

の生活設計につなげるべく、専門的見地から本事業の継続意義を再確認するとともに、

令和 10 年度以降に事業費を増額して事業を加速化することを検証すべく、当事業の完 
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了に向けた事業費・資金計画の再整理及び整備時期等の計画見通しの妥当性等を総

点検・検討することとしました。 

 

１.２.２． 事業⾧期化の要因 

複数世代に渡るほどの事業の⾧期化は、バブル経済崩壊後の社会経済情勢の変動や、

それに伴う人件費や資材費等の高騰といった外部環境の変化のみならず、本市固有の

要因が複合的に絡み合った結果であると認識しております。例えば、事業開始当初にバ

ブル経済の崩壊など当時の経済情勢を受けて事業費を抑制するために現況の道路形状

を活かした設計に見直すなど換地設計の決定までに 10 年前後を要した地区もありまし

た。また、令和 2 年度に財政非常事態宣言を発出した後も、再度多角的に事業費削減策

を検討いたしましたが、既に現況地形を踏まえた設計となっていたこと等から一層の

縮減の余地はほぼ見出せない状況にありました。結果として事業期間が延伸し、それに

伴い人件費や事業計画変更等に要する固定的経費が増加するという状況に陥っている

ことも、今回の総点検を通じて明らかとなりました。 

１.２.３． 総点検を通じた事業完遂に向けた決意 

本市には、権利者をはじめとする利害関係者の皆様が安心して将来の生活設計を描

けるよう、事業完了までの道筋を明確に示し、その説明責任を果たすことが強く求めら

 
図 1 各地区における事業進捗率と事業費の実績 

【第 71 回都市計画審議会（第３回検討）資料 P.１３】 
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れております。このため、この度、事業を完了させるために必要な事業工程及び事業費

を改めて整理・再算定し、事業の全体像を明らかにするための総点検を実施いたしまし

た。各地区の事業認可から⾧い時間が経過しておりますが、本事業を完了させることに

は大きな意義があると考えております。本市は、事業を確実に完了させるため、本方針

に基づき、総力を挙げて事業を推進していきます。 

１.３． 総点検・検討の経緯 

本方針の策定にあたり、日野市都市計画審議会において土地区画整理事業に専門的

な知見を有する臨時委員 3 名にも参画いただき、「市施行区画整理４地区の総点検及び

今後の進め方について」を諮問しました。令和 7 年 2 月の審議会を皮切りに、8 回に渡

る審議を重ね、事業費・事業期間の総点検結果、本事業によるまちづくりの効果、事業

期間中における市民の不安や疑問への対応策、更には事業費削減策としての地区除外

の検討等の各論点について慎重に議論を重ねてきました。 

本方針は、これまでの審議会の中で、委員の皆様から市民を代表していただいた貴重

な意見や、事業に対する不安や疑問を真摯に受け止め、それらを基に、事業を進めてい

く上で大切にすべき事項を 5 つの方針としてとりまとめたものであります。 

１.４． 本資料の構成 

本資料は、日野市都市計画審議会での議論をふまえて取りまとめた、事業を推進する

上で重要となる５つの事業実施方針を軸として構成しています。第３章において、事業

実施方針と各方針に紐づく検討結果や今後の実施事項を説明します。 

  
図 2 本資料の全体構成 

【第 74 回都市計画審議会（第６回検討）資料 P.２５】 
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２． 市のまちづくり方針実現のための土地区画整理事業 

２.１． 日野市の都市化と計画的まちづくりの歩み 

本市では、高度経済成⾧期にあたる昭和 30 年代以降、都心への通勤圏内という地理

的条件から人口が急速に増加し、市街化の圧力が非常に高まりました。このまま無秩序

な開発が進むと、いわゆるスプロール化により農地や自然が失われるだけでなく、道路

や下水道といった生活に不可欠なインフラの整備が追いつかなくなる懸念がありまし

た。 

このような背景から、市では計画的なまちづくりを進める必要性が高まりました。昭

和 30 年代には、国の首都圏整備計画に基づき工業団地の誘致などを進めていましたが、

昭和 40 年代に入ると首都圏の急激な人口増加を受け、住宅地の計画的な供給が喫緊の

課題となりました。市は、民間による大規模な宅地開発を計画的に受け入れることで、

急増する住宅需要に対応し、住宅都市化が進みました。 

しかし、人口の急増は学校建設をはじめとする行政コストの増大を招き、市の財政に

大きな影響を与えました。このため、昭和 50 年代からは、大規模な開発を積極的に受

け入れる方針を転換し、市内に残る農地や貴重な自然環境を保全しながら、生活基盤を

着実に整えていくまちづくりへと舵を切りました。 

この計画的なまちづくりを実現する上で、中心的な役割を果たしたのが土地区画整

理事業です。高度経済成⾧期以降の急激な市街化圧力に対し、土地区画整理事業を活用

して計画的な住宅地を供給し、生活インフラを整備することは、バブル崩壊以前までの

本市のまちづくりにおいて、無秩序な開発を抑制し、安全で快適な市街地を形成するた

めに不可欠な手法であり、市の発展に大きく寄与してきました。 

 
図 3 日野 100 年年表 

【第 68 回都市計画審議会（第１回検討）資料 P.１０】 
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図 4 日野市のまちづくりや区画整理事業の推移 

【第 68 回都市計画審議会（第１回検討）資料 P.３１を基に再構成】 

 

 
図 5 日野市の区画整理の実施状況（一部） 

【第 68 回都市計画審議会（第１回検討）資料 P.１１を基に再構成】 
 

２.２． 日野市まちづくりマスタープランと本事業の関係 

本事業は、本市のまちづくりの最上位計画である「日野市まちづくりマスタープラン」

（以下、「マスタープラン」という。）に掲げるまちづくりの将来像を実現するための重
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要な手段と位置づけられます。本市の現状と将来を見据えた際、本事業は以下の点でマ

スタープランの実現に貢献するものであります。 

２.２.１． 市の「強み」を活かす 

本市は、昭和中期から時代に合わせた宅地整備を実施してきた実績があり、都心への

通勤圏内にありながら緑地や川等の自然を感じられる良好な住環境を有しております。

この強みを活かし、マスタープランでは「ライフスタイルに応じた働き方ができる環境

づくり」や「水と緑と農地のある暮らしの価値の再認識」を掲げています。 

本事業では、これらと整合し、「多様化するライフスタイル・ライフステージに応じ

て望む住む場所、生活環境を選択できる住環境整備」の実現に寄与します。 

２.２.２． 市に訪れる「機会」を捉える 

リモートワークの普及など勤務形態の多様化により、郊外の住環境が再注目され、多

摩地域への新たな住民の流入や交流人口の拡大が期待されます。この機会を活かすた

め、マスタープランでは「ライフスタイルに応じた働き方ができる環境づくり」の形成

を掲げています。 

本事業によるハード整備と、その後の賑わいづくり等のソフト事業を連携させるこ

とで、「様々な属性を持つ住民が集まり、活動できる場の創出や仕組みづくりによるコ

ミュニティ・地域活動の活性化」に取り組んでいます。 

２.２.３． 市の「弱み」を克服する 

本市では、住宅整備の時期の違いによる地域ごとの人口構成の偏りや、生活に身近な

商業の減少傾向、崖線や河川等に起因する自然災害への懸念といった弱みがあります。

これを克服するため、マスタープランでは「便利で暮らしやすい生活圏の形成」や「安

心して暮らせる街の形成」を掲げています。 

本事業は、「身近な買い物環境の整備や災害リスクの軽減等、「弱み」を克服するため

の基盤整備」を推進することで、これらの課題解決に貢献します。 

２.２.４． 将来の「脅威」に備える 

高度経済成⾧期に流入した世代の高齢化や、労働人口の減少といった脅威に備える

ため、マスタープランでは「高齢社会・超高齢社会の到来」を見据えた「便利で暮らし

やすい生活圏の形成」を掲げています。 

本事業においても、これと連携し、「子育て世代が暮らしやすく、高齢になってもず

っと住み続けられるまちづくり」を目指しています。 




